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子育て世帯臨時特別給付金給付事業について 

 

 愛知県において食費等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援す

るため、児童手当対象児童１人当たり１万円の給付金を支給することを受

け、子育て世帯臨時特別給付金給付事業として給付金の支給を行います。 

 

１ 事業内容  

 支給対象者 

基準日（令和４年（２０２２年）８月３１日）に本市に居住する令和４年（２

０２２年）９月分の児童手当の受給者（特例給付の受給者は含まない） 

  給付金 

対象児童１人あたり１万円（対象児童数 約１５，６００人） 

２ 事業費  

 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 １６１，０３０千円 

３ 申請方法等 

 児童手当受給者（公務員以外） 

支給対象者へ給付意思確認通知及び案内チラシを送付し、令和４年（２０２２

年）児童手当振込口座へ振込。（申請書等は提出不要） 

 児童手当受給者（公務員） 

対象児童を養育する公務員は、所属庁から児童手当を受給していることが分か

る書類等を受理し申請書に添付して基準日の居住市町村に提出。 

４ スケジュール 

１２月 １日 児童手当受給者（公務員以外）へ給付意思確認通知発送 

１２月  中旬 公務員申請受付開始予定 

１２月２２日 給付金支給（公務員以外） 

       ※児童手当の支給月は２月、６月、１０月のため、本支給金のみ 

単独支給します。 

１月３１日 公務員申請受付 締切 
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